
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人滝川与一郎の上告理由一について。

　本件売買代金の支払いを求める第一次請求に、本件売買契約上、訴外Ｄ重工業株

式会社が被上告人に対して負担する本件売買代金債務について上告人が保証したこ

とを理由とする予備的請求を追加しても、その間請求の基礎に変更がないと解した

原審の判断は相当である。所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を非難するに

すぎないから、採用できない。

　同二について。

　控訴審において第一審で審理されなかった予備的請求について審判する必要を生

じた場合でも、控訴審は、必ずしも、事件を第一審に差し戻さなければならないも

のではなく、みずから審判しうるものと解するのが相当である（大審昭和一一年一

二月一八日判決、民集一五巻二二六六頁参照）。したがつて、原判決に所論の違法

はなく、論旨は理由がない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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